
予定価格300万円以上予定価格300万円以上

※本庁の予定価格は3万円未満、地方機関の予定価格は10万円以下

の物品購入契約が対象です。（調達課が契約する案件に限る）

見積書提出にＩＣカードは不要。見積がシステム上で完結。見積がシステム上で完結。見積がシステム上で完結。

操作はオープンカウンタとほぼ同じ。(手順詳細は３ページ記載)

見積書の電子化に見積書の電子化に

ご協力ください!ご協力ください!
見積書の電子化に

ご協力ください!
 「あいち電子調達共同システム（物品等）」を活用した見積依頼を

行います。

【システム上で電子提出】<事業者様> <調達課>

入札案件

オープンカウンタ案件

少額案件（物品）※

R7.8から順次導入！

愛知県会計局
イメージキャラクター

「Ｔ字マン」

会計局調達課

名簿登録ICカード予定価格案件

必要必要300万円を
超える

入札案件

必要不要本庁：３万円以上
地方機関：10万円を超える

オープン
カウンタ案件

必要不要本庁：３万円未満
地方機関：10万円以下

少額案件

＜案件による違い（物品）＞
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オープンカウンタは公開型の見積競争となりま
すが、本件は県が指定した事業者様へ見積依頼
が届きます。

Ｑ＆Ａ

オープンカウンタと何が違うのですか？

見積依頼通知以外にメールで届くものはありま
すか？

以下の表のとおりシステムからメールが自動送
信されます。

見積の提出方法以外に変わることはあります
か？

システムで見積提出期間が制御されます。
提出期間を過ぎると見積書が提出できません。

メールタイトルタイミング

見積依頼通知書発行通知県が見積依頼したとき

見積受付票発行通知事業者様が見積書を提出したとき

見積締切通知書発行通知見積書提出期限が到来したとき

落札決定通知書発行通知
※ 見積額が予定価格以下のとき

県での開札処理が終了したとき

なぜ見積の提出方法が変わるのですか？

ペーパーレスを推進することで、用紙排出量の
縮減や、契約手続のデジタル化による業務効率
や利便性向上を目指しています。
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県から見積依頼が届くと、「指名競争」列の「見積依
頼－未確認」行に赤字で数字が表示されます。

見積書提出までの操作方法

赤字の数字をクリックすると以下の画面になり、案
件の詳細や見積依頼書が確認できます。

案件の詳細が確認で
きます。

見積依頼書が確認で
きます。
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見積提出期間になると、「指名競争」列の「入札見積
書未提出」行に赤字で数字が表示されます。

赤字の数字をクリックすると以下の画面になり、
「見積受付」をクリックすると見積書提出画面とな
ります。

見積書提出の操作はオープンカウンタと同様です。
https://www.buppin.e-aichi.jp/public/contents/manual/ebid/3-2-7.pdf
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https://www.buppin.e-aichi.jp/public/contents/manual/ebid/3-2-7.pdf

